
 

独立行政法人電子航法研究所 平成25年度計画 

 

 

 独立行政法人電子航法研究所（以下「研究所」という。）の中期計画を実行

するため独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第31条に基づき、研究所

に係る平成25年度の年度計画を以下のとおり策定する。 

 

１．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 

（１）社会的要請に応える研究開発の重点的かつ戦略的な実施 

   航空機運航の安全性及び効率性の向上、航空交通量増大への対応、航空

利用者の利便性向上、環境負荷（CO2、騒音）低減などの達成、及び中期目

標で示された技術課題の解決に向けて、中期計画で設定した以下の研究開

発分野に関する研究開発を重点的かつ戦略的に実施する。 

 

１）飛行中の運航高度化に関する研究開発（航空路の容量拡大） 

   本研究開発分野では、混雑する空域での航空交通容量拡大と運航の効率

性向上及び消費燃料節減による環境保全への貢献などを目指した研究課題

に取り組む。 

具体的には、平成25年度は以下の研究開発課題を実施する。 

 

ア．ATMパフォーマンス評価手法の研究（平成23年度～26年度） 

（年度目標） 

本研究は、新たな管制運用方式の導入など ATMの改善による燃料消費量

削減等の効果の推定手法の確立を目的とするものである。推定手法の確立

により、燃料節減を実現できる各種の施策、運航方式、管制方式について、

事前に燃料消費面での効果、経路延伸や時間面などでの影響を把握できる。

平成 25年度は、燃料消費削減量推定の精度向上を行うとともに、空域容量

など燃料消費以外の観点から ATM パフォーマンス指標値の算出手法を検

討する。また、高速シミュレーションにより、管制方式の変更が飛行時間

や燃料消費に与える影響を試算する。これらにより、管制方式などの変更

が ATMパフォーマンスに与える影響の定量的な把握が可能となる。 

イ．到着経路を含めた洋上経路の最適化の研究（平成24年度～27年度） 

（年度目標） 

本研究は、飛行経路の短縮や燃料消費及び飛行時間の低減を図るため、

洋上空域から空港への到着までの経路の最適化を検討する。平成25年度は、

洋上管制シミュレータの性能向上に着手する。これにより、航空路やター

ミナル空域のより詳細な管制の模擬が可能となる。また、DARP（動的経路

変更方式）が実施されたときに近くの経路を飛行する航空機との管制間隔



確保のための飛行高度への影響を解析する。さらに、CDO（連続降下方式）

が出発機が原因で継続できなくなる場合のシミュレーションを行い、CDO

継続のための課題を抽出する。 

 ウ．「Full 4D」の運用方式に関する研究（平成25年度～28年度） 

（年度目標） 

本研究では、将来の4次元軌道ベース運用（Full 4D TBO）実現に向け

て、運用方式の開発、課題抽出を行い、解決方法を提案する。平成25年度

は、Full 4D TBO概念を開発するためのファストタイムシミュレータの構

築、Full 4D TBOの運用ルールと評価手法及び軌道最適化モデルの開発に

着手する。これにより、Full 4D TBO概念の初期的シミュレーションが可

能となる。 

エ．航空路監視技術高度化の研究（平成 25年度～28年度） 

（年度目標） 

本研究では、我が国に今後導入される高度な管制運用方式において必要

となる監視技術の確立を図るため、WAM（広域マルチラテレーション）や

ADS-B（放送型自動位置情報伝送・監視機能）等の新しい監視技術を航空

路監視に導入する際に課題となる洋上空域への覆域拡張や、電波環境を配

慮した空地データリンクを実現する技術を開発する。平成 25年度は、高利

得セクタ型アンテナを開発するとともに当所既存の WAM/ADS-B 実験シ

ステムに改修を加える。これにより、覆域拡張及びデータリンクの評価試

験が実施可能となる。 

 

２）空港付近の運航高度化に関する研究開発（混雑空港の処理容量拡大） 

 本研究開発分野では、混雑空港の容量拡大及び処理能力向上、空港面に

おける交通渋滞解消、定時性及び利便性向上などを目指した研究課題に取

り組む。 

具体的には、平成25年度は以下の研究開発課題を実施する。 

 

ア．カテゴリⅢ着陸に対応したGBAS（GAST-D）の安全性設計および検証技

術の開発（平成23年度～26年度） 

（年度目標） 

本研究は、GAST-Dを日本へ導入する際に必要な電離圏脅威モデルの検証

を行うとともに安全性設計および解析技術を確立することを目的として実

施する。平成25年度は、地上実証モデルの開発及び機上搭載装置の開発を

完了し、評価実験に向けた地上実証モデルの空港設置並びに機上搭載装置

の実験用航空機への搭載を行う。また、開発したアルゴリズムについて電

離圏脅威モデル及び低緯度電離圏観測データを用いたシミュレーションを

実施し、地上と機上モニタの連携による電離圏脅威の軽減策の有効性を検

証する。これらにより、GAST-D地上実証モデルの評価試験の実施と電離圏

脅威の緩和策を含んだ国際基準案の検証が可能となる。 

 



イ．ハイブリッド監視技術の研究（平成23年度～27年度） 

（年度目標） 

本研究では、次世代監視システム（WAMやADS-B等）と従来監視システ

ム（SSRモードS等）の長所を組合せることにより、より信頼性の高い監視

情報を提供する技術を開発する。また、両監視システムにおいては信号環

境の劣化が問題となっており、これを改善する技術を開発する。これによ

り、我が国における次世代監視システムの迅速かつスムーズな導入に貢献

する。平成25年度は、SSRモードS、WAM、ADS-Bからの監視情報を用い

て、SSRに起因する1090MHzの信号量を5%程度削減することを目指して信

号環境改善機能を開発し、有効性を実環境下での実験により検証する。こ

れにより、信頼性の高い監視の実現に必要なハイブリッド環境下における

信号環境の改善技術を確立する。 

ウ．監視システムの技術性能要件の研究（平成22年度～25年度） 

（年度目標） 

本研究は、次世代監視システムの技術性能要件を確立することを目的と

し、従来および将来の運用方式を想定して監視性能の技術基準をまとめる

ものである。平成 25年度は、次世代監視方式の動向に関する調査を継続す

る。また、監視システムの運用信号環境を測定し、この測定結果等をもと

にまれな障害の発生率を予測計算して、監視情報の信頼性に関する性能項

目を算出できることを確認する。さらに、ADS-B-IN を活用する機上監視

方式を 2 種類想定し、日本国内空域で運用するために必要な性能要件を明

らかにする。以上をもとに、監視性能の技術基準に関する報告書をまとめ

る。 

エ．GNSS を利用した曲線経路による精密進入着陸方式等の高度な飛行方式

の研究（平成 25年度～29年度） 

（年度目標） 

本研究は、衛星航法による精密進入着陸システムである GBASを用いた

曲線進入等の高度運用方式を実現するために、機上実験装置の開発と飛行

実証実験により曲線進入経路に関する基準案の策定に貢献する。また、シ

ミュレーションツールの開発を行い、GBAS 進入時の障害物との安全間隔

を評価する手法を確立して計器飛行方式設計基準の策定に貢献する。平成

25年度は、現在の ILS（計器着陸システム）と GBAS着陸システムの比較

飛行実験及びフライトシミュレータを用いた評価実験を実施するとともに、

シミュレーションツールの概念設計に着手する。これにより、GBAS 進入

の特性評価と優位性検証及び人間モデルを組み込んだシミュレーションツ

ールの構築が可能となる。 

 

３）空地を結ぶ技術及び安全に関する研究開発（安全で効率的な運航の実現） 

 本研究開発分野では、安全かつ効率的な運航の実現、航空通信のボトル

ネック解消及び航空用データリンクの導入、ヒューマンエラーの低減やシ

ステムの信頼性向上などを目指した研究課題に取り組む。 



具体的には、平成25年度は以下の研究開発課題を実施する。 

ア．航空管制官の業務負荷状態計測手法の開発（平成22年度～25年度） 

（年度目標） 

本研究では、当所開発による発話音声分析技術を発展させ、管制官を始

めとする航空機の運航に携わる者の心身の健全性を確保向上させ、航空交

通システム全体の安全性の向上に資する事を目指している。管制官の業務

内容の構造的な理解による業務負荷の分析をする。また、ヒューマンエラ

ー低減技術として、各種業務負荷状態の軽重を評価し、適正作業量の策定

に資する。平成25年度は、発話音声から算出される指数値の意味する処を

取りまとめ、サーカディアンリズムの与える影響や発話内容の差異等によ

る誤差要因を含めて、業務作業者の日常的な健全性を評価する装置を実現

する。また、航空管制官の業務負荷モデルを実現し、シミュレーション実

験により業務負荷とその処理に要する作業量の関係の音声分析による評価

可能性を検証し、本研究をまとめる。 

イ．WiMAX技術を用いたCバンド空港空地通信網に関する研究 

（平成24年度～27年度） 

（年度目標） 

 本研究は、汎用高速通信技術の一つであるWiMAX技術を用いた空港域の

Cバンド次世代航空通信システムのプロトタイプを開発し、高速通信を実現

するとともに、得られた結果をICAO等の国際標準規格策定作業に反映させ

ることを目的としている。平成25年度は、平成24年度に試作したWiMAX

基本機能システムの性能評価を行い、その結果を踏まえ、実験用プロトタ

イプの設計に着手する。これにより、WiMAX技術を航空用無線通信システ

ムに適用する場合の課題を明らかにする。 

 

４）研究開発の実施過程における措置 

平成25年度は、以下を実施する。 

① 研究開発課題の選定にあたっては、航空行政、運航者等の航空関係者

のニーズを随時把握し、国が実施する関連行政施策の立案や技術基準の

策定等に関係する重点研究課題を企画・提案する。特に、航空行政が抱

える技術課題について連絡会などを通じて関係者間で情報共有を図り、

重点研究の今後の方向性を確認しながら研究を立案する。なお、重点化

にあたっては他の研究開発機関が実施している研究内容等を可能な限り

把握し、研究内容の重複を排除する。 

② 研究計画の策定にあたっては、航空関係者との間で随時、情報交換を

行い、研究開発の戦略についても検討した上で、可能な限り定量的な達

成目標を設定する。また、重点的に実施する研究開発課題については航

空局へ報告するとともに、出前講座等を活用して航空会社等の意見も研

究計画に反映させる。 

③ 各研究開発課題について、社会ニーズの状況変化や外部の有識者で構



成する評議員会及び研究所内の研究評価委員会による事前評価結果に基

づき、行政等の関係者と十分調整の上、研究内容の見直し、中止等、所

要の措置を講じる。また、評議員会及び研究評価委員会による事後評価

結果については、成果のフォローアップに努めながら、行政等の関係者

と十分調整の上、その後の研究開発計画に連続してつなげていく。 

具体的には、以下の評議員会を実施し評価結果を公表する。 

・平成26年度に開始予定の重点的に実施する研究開発課題の事前評価 

・平成25年度に終了予定の重点的に実施する研究開発課題の事後評価 

また内部評価として、以下の研究評価委員会を実施する。 

・平成26年度に開始予定の研究課題の事前評価 

・平成25年度に終了予定の研究課題の事後評価 

 

（２）基礎的な研究の実施による基盤技術の蓄積 

 研究員のポテンシャル及び専門性が向上することにより、行政等の技術

課題への適切な対応が容易となるとともに、革新的な研究成果が生まれる

ことが期待できる。このため、電子航法に関連する国際的な技術動向を踏

まえつつ、将来的な発展が期待される技術に関する基礎的な研究、将来の

航空交通システムの基盤技術として有望な先進的、革新的技術の応用に関

する研究、斬新な発想に基づく萌芽的な研究等を実施することにより、研

究所として長期的な視点から必要となる基盤技術を蓄積し、研究開発能力

の向上を図る。 

平成25年度は、将来的な発展が期待される技術に関する基礎的な研究や将

来の航空交通システムの基盤技術として有望な先進的、革新的技術の応用

に関する研究として、「ダウンリンク情報を用いた軌道予測の高度化に関

する研究」、「地上型衛星航法補強システムの設置技術に関する研究」等

の研究課題に関する基盤的研究を実施し、今後、重点的に実施する研究開

発課題へとつなげる。 

また、斬新な発想に基づく萌芽的な研究として、「UASのためのGPSに

代わる位置推定法に関する研究」等の基盤的研究を実施する。 

 

（３）関係機関との連携強化 

 限りある人的資源の中で、効果的・効率的な研究開発を行うとともに、

その質を高めて研究所のポテンシャル及びプレゼンス向上を図るため、国

内外の航空管制機関や、研究所の業務に関連する研究開発を実施している

独立行政法人、大学、民間企業等と積極的な連携を進め、研究所単独では

なし得ない優れた研究開発成果の創出とその活用拡大に努める。 

平成25年度は以下を実施する。 

・継続して実施する共同研究に加えて新たに5件以上の共同研究を開始する。 

・関係機関との密接な連携と交流を円滑に推進するため、研究者・技術者

との交流会等を6件以上実施する。 



・研究所が専門としない分野の知見や技術を有する任期付研究員、客員研

究員を6名以上活用する。 

・若手研究者の育成などの分野で貢献するため、研修生や留学生の受入等

を積極的に行う。 

 

（４）国際活動への参画 

航空に係わる多くの技術や運航方式等は、世界での共用性を考慮する必

要があることから、各国の航空関係当局や研究機関及び企業等と積極的に

技術交流及び連携を進め、国際的な研究開発への貢献に努める。特に、IC

AO（国際民間航空機関）、RTCA（米国航空無線技術協会）、EUROCAE

（欧州民間航空用装置製造業者機構）等の基準策定機関における活動での

国際貢献に努める。 

また、アジア太平洋地域の関係機関との技術交流や共同研究等による連

携を強化し、双方にとって有益な成果の創出を目指す。 

平成25年度は以下を実施する。 

・海外の研究機関等との連携強化を図る。 

・ICAO、RTCA、EUROCAE等の基準策定機関が主催する会議等に積極的

に参画し、24件以上発表する。 

・他国の提案については、我が国への影響及び適合性について技術的な検

討を行うなど、必要な対応を行う。 

・アジア地域における中核機関を目指して国際交流・貢献を図るため、ア

ジア地域への技術セミナー等を開催する。 

 

（５）研究開発成果の普及及び活用促進 

 研究所の活動・成果について、研究所一般公開、研究発表会、研究所報

告や広報誌等の印刷物等様々な手段を活用し、効率的かつ効果的に広報を

展開する。また、国際会議、学会、シンポジウム等に積極的に参加し、講

演、発表等を通じて研究開発成果の普及、活用に努めるとともに、研究業

務を通じて得られた技術情報や研究開発の実施過程に関する様々な情報な

どを積極的に発信する。さらに、研究所がこれまで技術開発してきた成果

を社会に還元するため、講習の開催や技術マニュアルの作成等を通じて、

行政当局や企業等への技術移転に積極的に取り組む。 

 知的財産権による保護が必要な研究開発成果については、有用性、保有

の必要性等について十分検討しつつ、必要な権利化を図る。また、登録さ

れた権利の活用を図るため、研究成果に関心を寄せる企業等へ積極的に技

術紹介を行うとともに、広報誌、パンフレット、パテント展示等を活用し

て積極的に広報・普及を行う。 

平成25年度は以下を実施する。 

・各研究開発課題について年1回以上、学会や専門誌等において発表する。 

・研究所一般公開、研究発表会及び講演会をそれぞれ1回開催する。 



・企業及び航空関係者への公開講座として、出前講座を継続企画し開催す

る。 

・16件程度の査読付論文の採択を目指す。 

・英語ページの強化など、ホームページで提供する情報の内容を工夫、充

実させる。 

・これまで研究開発してきた成果の技術移転が円滑に進むよう、行政等に

対してフォローアップを行う。 

その他、研究所の活動及び成果の普及・活用促進に必要な広報活動を行

う。 

 

２．業務運営の効率化に関する事項 

 

（１）組織運営 

平成24年度に再編した航空交通管理領域、航法システム領域及び監視通

信領域の3領域の組織構成により、有益な研究成果を得られるよう、必要に

応じて機動性、柔軟性のある組織運営を行う。理事長が戦略的にマネジメ

ントを実施しリーダーシップを発揮できるよう、内部統制のしくみを随時

見直し、その充実・強化を図る。 

平成25年度は、以下を実施する。 

・行政が推進している「将来の航空交通システムに関する長期ビジョン」

について、航空行政を技術的側面から支援する。 

・組織運営に関する計画の実施状況と目標達成状況について、年度計画線

表等を活用した定期的な自己点検・評価を継続する。 

・幹部会等を通じて運営全般にわたる意思決定機構の充実を図るとともに、

研究企画統括会議等を通じて研究員からのボトムアップ機能を活性化す

ることにより、業務運営機能の強化を図る。 

・内部監査については、引き続き評価検証を行うとともに、監査の結果明

らかになった課題については改善に向けて取り組む。 

・研究所の業務運営全般について、評議員会を活用した外部有識者による

評価及びレビューを行う。 

 

（２）業務の効率化 

① 効率的な業務運営が行えるよう、業務の効率化を進めるとともに、業

務運営コストの縮減を図る。 

平成25年度は、以下のとおり経費を抑制する。 

・一般管理費（人件費、公租公課等の所要額計上を必要とする経費及び

特殊要因により増減する経費を除く。）については、中期目標期間中

に見込まれる当該経費総額（初年度の当該経費相当分に5を乗じた額。）

を6%程度縮減するため、省エネの徹底等により、経費の抑制に努める。 

・業務経費（人件費、公租公課等の所要額計上を必要とする経費及び特



殊要因により増減する経費を除く。）については、中期目標期間中に

見込まれる当該経費総額（初年度の当該経費相当分に5を乗じた額。）

を2%程度縮減するため、調達方式の見直し等により、経費の抑制に努

める。 

② 物品等の調達に関しては、一者応札是正に向けた取り組みを含め、他

の独立行政法人の事例等をも参考に、透明性が高く効果的な契約を行う

ように努める。 

③ 保有資産については、保有の必要性について引き続き見直しを行うと

ともに、見直し結果を踏まえて、支障のない限り、国への返納を行う。

また、特許権については経費の支出に際し、保有する目的を精査する。 

 

３．予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

 

（１）平成25年度における財務計画は次のとおりとする。 

① 予算     別紙のとおり 

② 収支計画   別紙のとおり 

③ 資金計画   別紙のとおり 

 

（２）自己収入の拡大 

受託収入、競争的資金、特許権収入等、運営費交付金以外の外部資金を

獲得するための活動を積極的に推進する。 

なお、平成25年度においては、研究所の自己収入が過去最大となった平

成19年度のような特別な政府受託が見込まれないことから、出前講座など

を通じて企業等への研究成果の紹介や普及活動を積極的に行うとともに、

競争的資金へも積極的に応募する。 

具体的には、受託研究や外部資金受入型の共同研究及び競争的資金によ

る研究開発を20件以上実施する。 

 

４．短期借入金の限度額 

 

予見し難い事故等の事由に限り、資金不足となる場合における短期借入金

の限度額は、300百万円とする。 

 

５．不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画 

 

特になし。 

 

６．重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

 

特になし。 



 

７．剰余金の使途 

 

① 研究費 

② 施設・設備の整備 

③ 国際交流事業の実施（招聘、セミナー、国際会議等の開催） 

 

８．その他主務省令に定める業務運営に関する事項 

 

（１）施設及び設備に関する事項 

平成25年度に以下の施設を整備する。 

 

 施設・設備の内訳  予定額 

(百万円) 

財 源 

電波無響室電波吸収体交換

工事    50  

一般会計 

独立行政法人電子航法研究所  

施設整備費補助金  

 

（２）施設・設備利用の効率化 

   業務の確実な遂行のため、研究所の施設・設備について、性能維持・向

上等適切な措置を講じるとともに、航空機使用ワーキンググループ、電波

無響室ワーキンググループ等を活用し、その効率的な利用に努める。特に

東日本大震災から復旧した岩沼分室の更なる活用を図るため、航空関係者

を含めた複合的な観点を取り込む工夫など、適切な措置を講じる。 

 

（３）人事に関する事項 

① 業務処理を工夫するとともに、業務内容及び業務量に応じて適正に人

員を配置する。 

「人材活用等に関する方針」を基本に、研究者の長期的な育成を目指す。

また、行政ニーズおよび社会ニーズを的確に把握し、これらに対応した

研究を企画できる人材を育成するため、研究部門以外に研究員を配置す

る。さらに、国際感覚を養うとともに、海外研究機関との連携を強化す

るため、国内外における研究機会の拡大に努める。 

② 給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含

め役職員給与の在り方について厳しく検証した上で、給与改定に当たっ

ては、引き続き、国家公務員に準拠した給与規程の改正を行い、その適

正化に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公表する。 

③ 総人件費※注）については、「簡素で効率的な政府を実現するための

行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）に基づく平成18

年度から5年間で5%以上を基本とする削減等の人件費に係る取り組みを



平成25年度においても引き続き着実に実施するとともに、政府における

総人件費削減の取り組みを踏まえ、厳しく見直す。 

ただし、今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分及び以下に該当する

者（「総人件費改革の取組の削減対象外となる任期付研究者」という。）

に係る人件費については削減対象から除くこととする。 

・競争的資金又は受託研究若しくは共同研究のための民間からの外部資

金により雇用される任期付職員 

・国からの委託費及び補助金により雇用される任期付研究者 

・運営費交付金により雇用される任期付研究者のうち、若手研究者（平

成17年度末において37歳以下の研究者をいう。） 

※注）対象となる「人件費」の範囲は、常勤役員及び常勤職員に支給す

る報酬（給与）、賞与、その他の手当の合計額とし、退職手当、福

利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）、今後の人事院勧告を踏

まえた給与改定分は除く。 

 

（４）独立行政法人電子航法研究所法（平成11年法律第210号）第13条第1項に

規定する積立金の使途 

第2期中期目標期間中からの繰越積立金は、第2期中期目標期間以前に自

己収入財源で取得し、第三期中期目標期間へ繰り越した有形固定資産の減

価償却に要する費用等に充当する。 

 

（５）その他 

 国土交通省所管の独立行政法人及び関連する研究機関の業務の在り方の

検討については、今後の独立行政法人全体の見直しの議論等を通じ、適切

に対応する。 



独立行政法人電子航法研究所　25年度計画（H25.4.1現在）

別紙

予算 （単位：百万円） 収支計画 （単位：百万円） 資金計画 （単位：百万円）
区　　　　分 金　　　額 区　　　　分 金　　　額 区　　　　分 金　　　額

収入 費用の部 1,814 資金支出 1,592
　　運営費交付金 1,395 　　経常費用 1,814 　　業務活動による支出 1,533
　　施設整備費補助金 50 　　　研究業務費 1,197 　　投資活動による支出 50
　　受託等収入 147 　　　受託等業務費 125 　　財務活動による支出 9

　　　一般管理費 210 　　 次期中期目標の期間への繰越金 0
計 1,592 　　　減価償却費 282

　　財務費用 0
　　臨時損失 0 資金収入 1,592

支出 　　業務活動による収入 1,542
　　業務経費 792 　　　運営費交付金による収入 1,395
　　　　うち研究経費 792 収益の部 1,814 　　　受託収入 144
　　施設整備費 50 　　運営費交付金収益 1,395 　　　その他の収入 3
　　受託等経費 125 　　手数料収入 0 　　投資活動による収入 50
　　一般管理費 44 　　受託等収入 147 　　　  施設整備費補助金による収入 50
　　人件費 581 　　資産見返負債戻入 272 　　財務活動による収入 0

　　臨時利益 0 　　繰越金 0
計 1,592

純利益 0
目的積立金取崩額 0  

[人件費の見積り] 総利益 0  

期間中総額 503百万円を支出する。

但し、上記の額は、総人件費改革において削減対象とされた人件

費から総人件費改革の取組の削減対象外となる任期付研究者等 注）当法人における退職手当については、その全額について、

に係る人件費を除いた額である。なお、上記の額と総人件費改革 運営費交付金を財源とするものと想定している。

の取組の削減対象外となる任期付研究者等に係る人件費を合わ 　

せた額は、 519百万円である。（国からの委託費、補助金、競争 　

的資金及び民間資金の獲得状況等により増減があり得る。）また、

上記の額は、役員報酬（非常勤役員を除く。）並びに職員基本給、

職員諸手当、超過勤務手当、休職者給与及び国際機関派遣職員

給与に相当する範囲の費用である。


